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悪質業者は今話題となっている出来事を悪用して近づいてきます  

 

★ 消費税増税前の駆け込み需要につけ込んだ強引な契約   
来春の消費税率 UP を前に、「住宅リフォーム」「太陽光発電システム」「シ

ロアリ駆除」など住宅関連の訪問勧誘が増加する可能性があります。 

悪質な勧誘では「今なら特別価格です」「すぐ工事しないと危険」など契約を

急かされます。次々に契約させられたり、突貫工事で手抜きをされたりといっ

たトラブルも懸念されます。 

 

・ 契約はその場では決めず、誰かに相談する 

・ 他の業者にも見積を依頼する 

  ・ 不要なら「必要ありません」とはっきり断る 

 
 

★ 話題の出来事に関連した詐欺的トラブル  
２０２０年の夏季オリンピックが東京で開催されることが決まりました。 

また、平成２６年１月からは新しい投資の制度 NISA（ニーサ）がスタート

します。報道が増えると便乗事件が起きやすいので注意が必要です。 

 「必ず儲かる」「損はさせません」「選ばれたあなただけ」「高く買い取る」と甘

い言葉で誘い、あの手この手で投資話を持ちかけてくるかもしれません。 

 

・ リスクもなく儲かるうまい話はありません 

・ 内容が理解できないものに手を出さない         

・ 現金の手渡し、郵便や宅配で送るように 

誘導されたら要注意です 

 

 

相談はこちらへ・・・ 

蒲郡市消費生活相談室 電話：0533-66-1204 
受付：月～木曜日（祝日・年末年始を除く）午前 10 時～１２時、午後１時～４時３０分 

契約･支払いは 

誰かに相談してから！

即決しない！ 

 払ってしまった 

お金を取り戻すのは

困難です。 

支払う前に相談を！ 


